
介護保険福祉用具購入の流れ 

申請者（要支援・要介護認定者） 桶川市 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ※上限は同年度で10万円となります。 

ケアマネージャー等に購入を相談する 

申請書を受理、審査 

福祉用具を購入、支払(※1) 
 

(※1)支払は以下2通りから選択できます 
   ○償還払い(全額) 
       ○受領委任払い 

桶川市に購入費の支給申請 

 支給決定通知を送付、支給 

   ・償還払いの場合 
    9割(1割負担の場合※2)を申請者へ支給 

 

               ・受領委任払いの場合 
           9割(1割負担の場合※2)を事業者へ支給 
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※2   65歳以上で一定以上の所得がある方の利用者負担は、2割又は3割となります。 


